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（１）事業変更届について

●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について
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１ 各種届出について

事業内容に変更が生じたときは、県に対し、速やかに、

を提出してください。

（２）事業休止（廃止）届について
事業を休止又は廃止しようとするときは、県に対し、速やかに、

を提出してください。

・有料老人ホーム変更届（様式第９号）
・変更後の有料老人ホーム重要事項説明書（様式第６号）※Excelファイル※
・有料老人ホーム情報開示等一覧表（様式第７号）

・有料老人ホーム休止（廃止）届出書（様式第１０号）



●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について

２

２ 定期報告・臨時報告について

毎年７月１日現在の

を、７月末日までに県に提出してください。
※法改正等で提出時期が変更となる場合は別途お知らせします。

・有料老人ホーム重要事項説明書（様式第６号）※Excelファイル※
・有料老人ホーム情報開示等一覧表（様式第７号）
・有料老人ホームの現況報告書（様式第１１号）
・有料老人ホーム状況報告書（様式第１２号）
・直近の事業年度の貸借対照表、損益計算表等の財務諸表
・他業を営んでいる場合には、他業に係る前号の財務諸表
・その他必要な書類

○利用料の変更に係る運営懇談会を開催したときは、その都度、

を県に提出してください。
○設置者は、有料老人ホームの経営又は入居者等の健康に関わる重大な事故が

発生した場合には、直ちに県に報告してください。

（１）定期報告について

（２）臨時報告について

・運営懇談会開催状況報告書（様式第１３号）



●災害発生時等における社会福祉施設等の緊急連絡先等の提供について

３

３ 届出等様式の掲載場所
青森県庁ホームページ「有料老人ホームの設置・運営」ページ
○URL: https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/ji_yuuryou_roujin_home_settisya.html
○または、検索エンジンで「青森県 有料老人ホームの設置・運営」と検索

○重要事項説明書（様式第６号）について
は、Excelファイル（最新のバージョン）
をメール等で提出願います。: 下にスクロール:


